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本報告書の調査は、本件航空重大インシデントに関し、運輸安全委員会設置法及び

国際民間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故等の防止に

寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われた

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 

委 員 長  武 田 展 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空重大インシデント調査報告書 
 

所 属  個人（ＳＩＮＯ ＪＥＴ受託運航） 
型 式  エンブラエル式ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型 
登 録 記 号  Ｂ－３２０３ 
インシデント種類  航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 
発 生 日 時  令和元年１２月２３日 １２時２６分１７秒 
発 生 場 所  新千歳空港の南２.３kmの上空、高度約２４０ft 

 
                                令和５年３月１０日 
                          運輸安全委員会（航空部会）議決 
                           委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 
                           委   員  島 村   淳 
                           委   員  丸 井 祐 一 
                           委   員  早 田 久 子 
                           委   員  中 西 美 和 
                           委   員  津 田 宏 果 
 
１ 調査の経過 

1.1 重大インシデン

トの概要 
個人所属エンブラエル式ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型Ｂ－３２０３は、令和

元年１２月２３日（月）、機長ほか乗務員４名、同乗者１９名、計２４名が搭乗し、

目的地である新千歳空港への最終進入中、気圧高度約２４０ft（対地高度約

１６５ft）で複数の系統から電力供給を受けている操縦室内の全てのディスプレ

イ・ユニットの表示が一時的に消えた。同機はそのまま着陸した。 

1.2 調査の概要 本件は、航空法施行規則の一部を改正する省令（令２国土交通省令８８）によ

る改正前の航空法施行規則（昭２７運輸省令５６）第１６６条の４第９号に規定

された「航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安

全に障害となる複数の故障」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われ

ることとなったものである。 

運輸安全委員会は、令和元年１２月２３日、本重大インシデントの調査を担当

する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。また、同２６日新たに１

名の航空事故調査官を追加指名した。 
本調査には、重大インシデント機の設計・製造国であるブラジル連邦共和国の

代表及び顧問、登録国・運航者国である中華人民共和国の代表及び顧問並びに装

備品の設計・製造国であるアメリカ合衆国の代表及びフランス共和国の代表が参

加した。原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 
 
２ 事実情報

2.1 飛行の経過 個人所属エンブラエル式ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型Ｂ－３２０３は、機長

ほか乗務員４名、同乗者１９名、計２４名を乗せ、新千歳空港（以下「同空港」

という。）に向かうため香港国際空港を０８時１７分（日本時間）に離陸した。 

同機の乗務員及び千歳管制隊の航空管制員（以下「千歳タワー」という。）の口

述並びにフライトレコーダーの飛行記録データによれば、飛行の経過は概略以下

のとおりであった（図１）。 
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同機には、機長がＰＦ*1として左操縦席に、副操縦士がＰＭ*1として右操縦席に

着座していた。このとき、同機のディスプレイ・ユニット（以下「ＤＵ」という。）

５台のうち右端のＤＵ５は故障していたが、同機はＭＥＬ*2を適用し運航してい

た。 

同機は、同空港の滑走路０１Ｒへの最終進入開始まで異常なく飛行してい

た。同空港周辺の天候は良好で、滑走路は乾燥していた。同機が滑走路０１

Ｒへの最終進入中、１２時２４分４３秒、気圧高度約１,２６０ft、対気速度

約１３０ktでＩＤＧ*3２の故障を示すＥＩＣＡＳ*4メッセージ「ＩＤＧ２ Ｏ

ＦＦ ＢＵＳ*5」（CAUTION：橙）が表示されたが、最終進入中で高度も低く、

もう一系統のＩＤＧ１は正常であるため全装置への電力供給は継続されて

おり、このＥＩＣＡＳメッセージが緊急操作を求める内容ではなかったの

で、機長と副操縦士はこれに対応せずに進入を継続する判断をした。その後、

通常の着陸手順に従いオートパイロットをＯＦＦとした。 

同２６分１７秒、気圧高度約２４０ft（対地高度約１６５ft）、対気速度約

１３０kt で全てのＤＵの表示が消え、フライトレコーダーの記録が停止し

た。副操縦士の口述によれば、主電源オフとなったことを示す「ＥＬＥＣ Ｅ

ＭＥＲＧＥＮＣＹ」（WARNING：赤）が一瞬表示されたとのことであった。こ

のとき、スタンバイ計器については表示されており、ＲＡＴ*6が自動で展開

された。その後、ＤＵ２とＤＵ３が再表示された。全てのＤＵ表示が消えて

いた時間は、副操縦士の感覚で１～２秒であった（図２）。ＰＭである副操縦

士は、ＰＦである機長に対し、状況を伝えた。機長は既に着陸の準備はでき

ており、このまま着陸するのが安全であると判断した。 

同２６分３０秒ごろ、同機は滑走路０１Ｒに着陸した。 

着陸滑走中、同機のリバーススラスト、オートブレーキ、ステアリング及

びスポイラーは作動しなかったが、機長は過去に実施した訓練と同様にブ

レーキ操作により減速して高速離脱誘導路であるＢ４誘導路へ離脱した。千

歳タワーより滑走路０１Ｌ手前での待機を指示されたため、同機は滑走路

０１Ｌ手前に停止した。航空無線通信の送受信に異常はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。ＰＦは、

Pilot Flying の略で、主に航空機の操縦を行う。ＰＭは、Pilot Monitoring の略で、主に航空機の飛行状態のモニ   

ター、ＰＦの操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 

*2 「ＭＥＬ」とは、運用許容基準（Minimum Equipment List）のことで、運航者により設定され、航空局の承認を受け

た、飛行開始にあたって装備品等が正常でなくても航空機の運航が許容される基準のことをいう。この基準には、運用

条件、運用制限、運用手順等の条件が含まれる。 
*3 「ＩＤＧ」とは、Integrated Drive Generator の略で、左右のエンジン・ギヤ・ボックスに取り付けられており、

400Hz、115/200VAC、30/40KVA の安定した３相交流電力を供給する発電機である。 

*4 「ＥＩＣＡＳ」とは、Engine Indication and Crew Alerting System の略で、エンジン及び諸系統の作動状態を表示

するとともに、各種システム異常が発生した場合、異常状態の発生を視覚的かつ聴覚的に操縦士に知らせる機能を持っ

たシステムである。 

*5 本報告書で使用する「ＢＵＳ」とは、電源母線のことをいう。 

*6 「ＲＡＴ」とは、Ram Air Turbine の略で、機体に非常用電力を供給する風力発電機のことをいう（2.7(1)参照）。 
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その後、機長はＡＰＵ*7を始動させて電源を確保し、ＤＵ５を除くＤＵ１

から４は全て表示され、ＥＩＣＡＳには多くのメッセージが表示されている

のを確認した。その中には、「ＩＤＧ２ ＯＦＦ ＢＵＳ」、「ＥＬＥＣ ＥＭ

ＥＲＧＥＮＣＹ」の他に「ＩＤＧ１ ＯＦＦ ＢＵＳ」も表示されていた。

機長と副操縦士は、同機の操作手順が記載されたハンドブックに従い「ＥＬ

ＥＣ ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ」と「ＩＤＧ１（２）ＯＦＦ ＢＵＳ」のチェッ

クリストを実施した。 

 

                                                   
*7 「ＡＰＵ」とは、Auxiliary Power Unit の略であり、航空機に空気圧・油圧・電力などを供給するために、推進用エ

ンジンとは別に装備された補助動力装置のことをいう。 

図１ 推定飛行経路 

図２ ＤＵ（Display Unit）の配置（表示については 2.7(2)で後述） 
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千歳タワーが同機へ０１Ｌ滑走路の横断を指示しようとしていたところ、

同２７分５７秒に、同機から機材トラブルによるトーイングカーの要請があ

り、千歳タワーは初めて同機の異常を認知した。 

同機は両エンジンを停止して、トーイングカーで駐機場へ移動し、同乗者

を降機させた。 

 

本重大インシデントの発生場所は、同空港の南２.３km（北緯４２度４５分１６

秒、東経１４１度４１分５２秒）の上空、高度約２４０ftで、発生日時は、令和

元年１２月２３日、１２時２６分１７秒であった。 

2.2 負傷者 なし 
2.3 損壊 なし 
2.4 乗組員等 (1) 機長                            ４２歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）    ２０１０年５月１３日 

限定事項 エンブラエル式ＥＲＪ－１９０型 ２０１８年６月２６日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限                 ２０２０年５月１１日 

総飛行時間                 ７,９３５時間３４分 

最近３０日間の飛行時間            ２６時間２０分 

同型式機による飛行時間             ９３時間３６分 

最近３０日間の飛行時間            ２２時間３６分 

(2) 副操縦士                          ３２歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）      ２０１５年５月２５日 

限定事項 エンブラエル式ＥＲＪ－１９０型 ２０１８年６月２６日 

計器飛行証明                 ２０１５年３月６日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限                 ２０２０年１１月６日 

総飛行時間                  ６０４時間３２分 

最近３０日間の飛行時間            １５時間２４分 

同型式機による飛行時間             ７３時間４３分 

最近３０日間の飛行時間            １５時間２４分 

2.5 航空機等 (1) 航空機型式：エンブラエル式ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型 
製造番号：１９０００４５３、    製造年月日：２０１２年８月１日 
耐空証明書                    第ＡＣ４２９７号 
耐空類別                      飛行機 輸送 Ｔ 
総飛行時間                   １,０２９時間０９分 

(2) 重大インシデント発生時、同機の重量及び重心位置はいずれも許容範囲内

にあった。 
2.6 気象 本重大インシデント発生時間帯の同空港における航空気象定時観測気象報（Ｍ

ＥＴＡＲ）は、次のとおりであった。 

12 時 00 分 風向 ３４０°、風速 ８kt、卓越視程 １０km以上、 

雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ３,０００ft、 

雲量 ５／８ 雲形 不明 雲底の高さ 不明、 

気温 －５℃、露点温度 －８℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ） ２９.９７inHg 

12 時 30 分 風向 ３４０°、風速 ７kt、卓越視程 １０km以上、 
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雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ３,０００ft、 

雲量 ７／８ 雲形 不明 雲底の高さ 不明、 

気温 －４℃、露点温度 －７℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ） ２９.９６inHg 

2.7 その他必要な事

項 

(1) 電源系統（図３） 

同型式機の電源系統はＡＣ（交流）電源とＤＣ（直流）電源から構成されて

いる。 

ＡＣ電源の発電機として、ＩＤＧが左右のエンジン・ギヤ・ボックスに各１

個、ＡＰＵ ＧＥＮ（Generator）がＡＰＵに１個装備され、ＲＡＴが機首右

側に格納されている。通常作動時、２個のＩＤＧは主電源としてＡＣ ＢＵＳ

に電力を供給する。 

ＤＣ電源は、ＩＤＧ及びＡＰＵ ＧＥＮからのＡＣ電力をＤＣに変換して

ＤＣ ＢＵＳ及びＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳに供給している。ＤＣ電源のバック

アップとして、バッテリーが胴体の前部及び後部に各１個装備されており、電

源喪失時、ＲＡＴが完全に展開される前やＲＡＴからの電源供給が停止した

場合にはＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳに電力を供給し、飛行に必要不可欠

（Essential）な装置（スタンバイ計器、航空無線通信装置等）の運用を確保

する。 

ＲＡＴは、飛行中にＩＤＧによる給電が停止した場合、自動で機外に展開さ

れ、プロペラを気流により回転させることで発電された電力を、ＡＣ ＥＳＳ

ＢＵＳを経由してＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳに供給する。 

ＩＤＧ、ＡＰＵ ＧＥＮ及びＲＡＴは、それぞれ、ＧＣＵ（Generator Control 

Unit）、ＡＧＣＵ（Auxiliary GCU）及びＲＡＴ ＧＣＵにより、電圧・周波数

を制御及び保護されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 電源系統図 
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(2) ＤＵ（Display Unit） 

同型式機のＤＵはＤＣ電力で稼働する。 

ＤＵは、機体及びアビオニクス・システムの状況を表示する。通常運用時の

各ＤＵ表示は以下のとおりである。 

・ ＤＵ１・・・ ＰＦＤ（プライマリ・フライト・ディスプレイ、主

要な飛行計器類を表示） 

・ ＤＵ２・・・ ＭＦＤ（マルチ・ファンクション・ディスプレイ、

航法に関する情報を表示） 

・ ＤＵ３・・・ ＥＩＣＡＳ（エンジン計器、システムパラメーター

及び警報メッセージを表示） 

・ ＤＵ４・・・ ＭＦＤ 

・ ＤＵ５・・・ ＰＦＤ 

ＤＵ２及び３は、電源喪失時にもバッテリーからＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳを

経由して電力が供給される。オーバーヘッドパネルにあるＤＵ故障時に表示

を切り替えるための「ＭＦＤ ＭＯＤＥスイッチ」が「ＡＵＴＯ」の場合、Ｄ

Ｕ２はＰＦＤとして、ＤＵ３はＥＩＣＡＳとして機能する。 

ＤＵ１、４及び５は、ＤＣ ＢＵＳから電力の供給を受けているため、電源

喪失時には電力の供給が途絶える。 

同機は、１２月１２日の通常点検時にＤＵ５の故障が発見されたが、ＤＵ５

単体の故障であることが確認され、ＭＥＬ適用により修理が完了するまでの

間、３日の飛行が可能となっていた。ＤＵ５が故障し、かつ「ＭＦＤ ＭＯＤ

Ｅスイッチ」が「ＡＵＴＯ」の場合、ＤＵ４はＰＦＤとして機能する（図２）。

本事案発生時、同機の同スイッチは「ＡＵＴＯ」であった。 

(3) 緊急及び異常時の不作動装置 

同型式機の飛行機運用規程（ＡＯＭ）には、緊急及び異常時の事象ごとに不

作動となる装置が記載されている。 

（一部抜粋） 

（仮訳） 

① ＤＣ ＢＵＳ ２ ＯＦＦ 

・ オートブレーキ 

② ＥＬＥＣ ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ 

・ マルチ・ファンクション・スポイラーＬ３、Ｒ３、Ｌ４、Ｒ４、

Ｌ５及びＲ５ 
・ オートスロットル 

・ ノーズホイール・ステアリング 

・ ディスプレイ・ユニット１、４及び５ 

・ エンジン１及びエンジン２ リバーサー 

・ スピードブレーキ 

・ グラウンド・スポイラーＬ１、Ｒ１、Ｌ２及びＲ２ 

(4) フライトレコーダー 

同機には、飛行記録装置（以下「ＦＤＲ」という。）及び操縦室用音声記録

装置（ＣＶＲ）の機能を持つ米国ユニバーサル・アビオニクス社製の一体型レ

コーダー（ＣＶＦＤＲ）が機体の前方及び後方に１台ずつ装備されている。 
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同型式機のＣＶＦＤＲはＤＣ電力で稼働し、電源喪失時にもバッテリーか

らＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳを経由して電力が供給される。また、ＦＤＲはエンジ

ン１又は２が作動状態又は飛行中に記録されるよう設計されている。 

同機の飛行記録については、本重大インシデント発生時までの記録が残さ

れていたが、重大インシデント発生後に記録が停止し、同機の着陸後、機長に

よるＡＰＵ起動までの間の記録は残されていなかった。 

同機の操縦室音声記録については、同乗者降機後、同乗整備士による故障探

求が行われており、この間も音声録音が続いていたため、重大インシデント発

生時の記録は上書きされていた。 

(5) 取り下ろした装備品の詳細調査 

同機は重大インシデント発生後、以下の装備品が取り下ろされ、同機の設

計・製造者及び各装備品の設計・製造者による詳細調査が行われた。 

装備品名 パーツナンバー 

ＩＤＧ２ １７０１３１７Ａ 

ＧＣＵ１ １７０１３２１Ｄ 

ＧＣＵ２ １７０１３２１Ｄ 

ＡＧＣＵ １７０１３２１Ｄ 

ＲＡＴ ＧＣＵ １７００８９４Ａ 

ＧＬＣ*8２ ９００ＣＡ０１ 

ＳＰＤＡ*9２ 

（マイクロコム・ボード） 

１７１３８７８Ａ 

 

詳細調査の結果、各装備品は正常に機能していることが確認されたが、ＧＣ

Ｕ及びＳＰＤＡ（マイクロコム・ボード）に記録された作動記録の解析により、

次のことが判明した。 

① ＧＣＵ２は、周波数超過を検出したことによりＩＤＧ２をＮｏ．２電

源系統から切り離したが、ＩＤＧ２の異常ではなくＧＣＵ２内部の異

常による誤検出であった。 

② ＧＣＵ１は、電圧低下を検出したことによりＩＤＧ１をＮｏ．１電源

系統から切り離したが、ＩＤＧ１の異常ではなくＧＣＵ１内部の異常

による誤検出であった。 

(6) 同種障害事例 

① ＧＣＵ 

ＧＣＵ内部の異常により、周波数超過または電圧低下を誤検出し、ＩＤＧ

を電源系統から切り離す同種事例は、同型のＧＣＵにおいてすでに確認さ

れており、それぞれ単独で発生していた。その対応として、同装備品の設計・

製造者は技術通報（以下「ＳＢ」という。3.4(4)に後述）を発行している。

ＳＢの概要についてはそれぞれ次のとおりである。 

ａ ＳＢ４０ＥＰＳ０４Ｇ－２４－５（２０１５年６月３０日初版） 

周波数を監視するための回路において、回路の基準点が瞬間的に異な

る値に変動する可能性があるため、この回路を他の回路から分離する。 

                                                   
*8 「ＧＬＣ」とは、Generator Line Contactor の略で、ＩＤＧとＡＣ ＢＵＳ間に配置され、電力回路を開閉する。 

*9 「ＳＰＤＡ」とは、Secondary Power Distribution Assembly の略で、ＤＣ電力をユーティリティ・システムへ配電

し、モニターする装置である。 
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この改修は、該当ＧＣＵが機体から取り下ろされ最初に整備工場へ搬

入された時に実施することが求められている。 

この改修後、パーツナンバーは１７０１３２１Ｅとなる。 

ｂ ＳＢ４０ＥＰＳ０４Ｇ－２４－６（２０１８年９月１７日初版） 

特定の条件で、電磁的干渉によりＧＣＵ内で使用している電源の電圧

低下が発生する可能性があるため、電源回路にシールドを取り付け、電磁

的干渉を防止する。 

この改修は、該当ＧＣＵが機体から取り下ろされ最初に整備工場へ搬

入された時に実施することが求められている。 

この改修後、パーツナンバーは１７０１３２１Ｆとなる。 

同機に装備されていたＧＣＵは、本重大インシデント発生まで取り下ろ

されることがなかったため、これらのＳＢによる改修は実施されていな

かった。また、同型式機の設計・製造者から運航者に周知するため、これら

のＳＢに関するサービスニュースレターが発行されていたが、エンブラエ

ル式ＥＲＪ１９０系列型及びＥＲＪ１９５系列型のうち旅客用（Ｅ－Ｊｅ

ｔｓ）の航空機を対象としており、ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型機は対象

外であったため、運航者は本事案発生まで、上記のＳＢについて認知してい

なかった。 

上記の不具合が発生した場合は、「ＩＤＧ１（２）ＯＦＦ ＢＵＳ」のチ

ェックリストを実施することでＧＣＵがリセットされ、ＩＤＧからの電力

供給が再開される。 

② フライトレコーダー 
同機の設計・製造者が発行しているＳＢに、ＣＶＦＤＲハーネスの変更に

関するものがある。このＳＢは、エンブラエル式ＥＲＪ１９０系列型及びＥ

ＲＪ１９５系列型のうち旅客用（Ｅ－Ｊｅｔｓ）の航空機を対象としてお

り、ＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型機は対象外であった。 

ＳＢの内容は、ユニバーサル・アビオニクス社製ＣＶＦＤＲに使用される

ＦＤＲ５１２wps*10のデータ通信に関するもので、このデータ通信に使用さ

れている通信チャネルが、バッテリーから電力供給されているＤＣ ＥＳ

Ｓ ＢＵＳに接続されていないことが確認されたため、接続の変更を指示

するものである。初版の発行は２０１７年１２月１日であり、実施は運航者

の裁量に委ねられていた。 

本重大インシデント発生を受け、同機の設計・製造者が調査したところ、

同機を含むＥＲＪ１９０－１００ＥＣＪ型機においても、この通信チャネ

ルがＤＣ ＥＳＳ ＢＵＳに接続されていないことが確認された。 

 
３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 
3.2 操縦者の関与 なし 
3.3 機材の関与 あり 
3.4 判明した事項の

解析 

(1) 主電源の喪失 

同機は、同空港への最終進入中、ＩＤＧ２がＮｏ．２電源系統から切り離さ

れた。同機はそのまま飛行を継続し、その１分３４秒後、ＩＤＧ１もＮｏ．１

                                                   
*10 「wps」とは、words per second の略で、ＦＤＲへの単位時間あたりのデータ転送量を示す単位である。１word は

１２ビットからなる。 
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電源系統から切り離され、２系統ある同機の主電源が２系統とも喪失したも

のと認められる。これにより、一時的に全てのＤＵ表示が消失し、また、着陸

滑走時にリバーススラスト、オートブレーキ、ステアリング及びスポイラーが

作動しなかったものと推定される。同機は電源喪失前に着陸の準備ができて

おり、同空港の滑走路が乾燥していたこと及び高速離脱誘導路が整備されて

いたことから、ブレーキ操作により滑走路上で十分に減速し、誘導路へ離脱後

に停止できたものと考えられる。このことについては、機長が電源喪失状態で

の着陸訓練を過去に実施していたことも関与したものと考えられる。 

ＩＤＧ１及び２が各電源系統から切り離されたことについては、ＩＤＧを

制御するＧＣＵの内部で発生した異常により、周波数超過及び電圧低下を誤

検出したことによるものと考えられる。これらの誤検出が発生したことにつ

いては、同機が、誤検出が発生する可能性のある未改修のＧＣＵを使用してい

たことによるものと考えられる。 

ＧＣＵ１で発生した電圧低下の誤検出について、ＳＢではエンジンスター

ト時や特定の負荷条件の際に発生する可能性があるとされている。しかし、装

備品の詳細調査の結果、着陸進入時に、片方のＩＤＧが切り離され全負荷を２

系統から１系統で担うこととなり負荷が増加したことと、ＳＢに記載のある

誤検出の可能性のある特定の負荷条件との関連は確認できなかった。そのた

め、二つの誤検出が短時間に続いて発生したことについて、二つの誤検出の不

具合の間に関連があったかどうかを特定することはできなかった。 

(2) 非常用電源 

同機の主電源が喪失した際、非常用ＡＣ発電機であるＲＡＴは自動で展開

したものと認められる。 

 非常用ＤＣ電源であるバッテリーについては、主電源喪失後からＡＰＵ

の起動までの間、スタンバイ計器の表示があり、ＤＵ２及び３はすぐに復電し

たこと並びに航空無線通信に異常がなかったことから、正常に電力を供給し

ていたものと推定される。 

(3) 主電源喪失時の飛行記録 

本重大インシデント発生時、飛行データは記録される条件下であったが、同

機のＣＶＦＤＲの飛行記録は本重大インシデント発生直後に停止していたも

のと認められる。 

ＣＶＦＤＲの飛行記録が停止したことについては、すでにＳＢが発出され

ている同種障害事例と同様に、同機のＣＶＦＤＲのデータ通信に使用する通

信チャネルへの電源が断たれ、データ通信ができなくなったためと認められ

る。通信チャネルへの電源が断たれたことについては、通信チャネルがバッテ

リーから電力供給されるＢＵＳに接続されていなかったことによるものと認

められる。 

(4) 技術通報（ＳＢ） 

ＳＢとは、運航中の航空機に対し、改善、検査、修理及び改造を指示または

推奨する通報で、航空機、発動機及び装備品等の設計・製造者が発行するもの

であり、本件ＳＢによる改修の実施については運航者の裁量に委ねられてい

る。 

設計・製造者は、ＳＢ等を発行する際には、その適用範囲を注意深く検討し

決定することが重要である。また、運航者は、常に保有機に関するＳＢを入手
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し、ＳＢを未実施とする場合のリスクを注意深く評価したうえ、ＳＢの採否を

判断することが重要である。 

 
４ 原因 

本重大インシデントは、同機が同空港への最終進入中、ＩＤＧ２がＧＣＵ２の周波数異常の誤検出に

より電源系統から切り離され、その後、ＩＤＧ１もＧＣＵ１の電圧低下の誤検出により電源系統から切

り離されたことにより、２系統ある同機の主電源が２系統とも喪失したものと推定される。 

両ＩＤＧが周波数及び電圧の誤検出で切り離されたことについては、これらの異常を誤検出する不具

合を修正するための二つのＳＢで示されたＧＣＵの改修が、いずれも未実施であったことが関与したも

のと考えられる。 
 
５ 再発防止策 

同機の設計・製造者は、再発防止策として以下の対応を実施した。 

(1) ＧＣＵの改修を推奨するＳＢについて、サービスニュースレターを発行し、運航者に対し周知を

行った。 

(2) ＣＶＦＤＲの飛行記録が停止したことについて、同機を対象に含めて、ＣＶＦＤＲのデータ通信回

路の接続の変更を指示するＳＢを２０２０年７月２３日に発行した。 

(3) ２０２０年９月、エンブラエル機運航者に対し実施している安全会議において、本事案について紹

介した。 

 


